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２ 現行の学習指導要領改訂の方向性

４ 主体的・対話的で深い学びの視点からの
授業改善

１ 安全な観察・実験に向けた取組

本日の内容

３ 中学校理科の学習指導要領改訂の
ポイント



文部科学省ホームページより
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https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/senseiouen/mext_01542.html
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みるみる 文部科学省
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中学校学習指導要領（平成29年3月31日公示）における「目標」の構成

中学校学習指導要領〈H29改訂〉
第２章 各教科
第４節 理 科
第１ 目 標
自然の事物・現象に関わり、理科の見方・考え

方を働かせ、見通しをもって観察、実験を行うこ
となどを通して、自然の事物・現象を科学的に探
究するために必要な資質・能力を次のとおり育成
することを目指す。

（1） 自然の事物・現象についての理解を深め、
科学的に探究するために必要な観察、実験
などに関する基本的な技能を身に付けるよ
うにする。 【知識及び技能】

（2） 観察、実験などを行い、科学的に探究する
力を養う。 【思考力、判断力、表現力等】

（3） 自然の事物・現象に進んで関わり、科学的
に探究しようとする態度を養う。

【学びに向かう力、人間性等】

中学校学習指導要領〈H20〉
第２章 各教科
第４節 理 科
第１ 目 標
自然の事物・現象に進んでか

かわり、目的意識をもって観察、
実験などを行い、科学的に探究
する能力の基礎と態度を育てる
とともに自然の事物・現象につ
いての理解を深め、科学的な見
方や考え方を養う。

中学校学習指導要領（平成２９年告示）解説理科編ｐ２３

中学校学習指導要領解説理科編（平成２０年）ｐ１８

はじめに



安全な観察・実験に向けた取組

令和７年度
徳島県小・中学校教育課程研究集会



中学校学習指導要領（平成29年3月31日公示）における
「目標」の構成

中学校学習指導要領
第２章 各教科
第４節 理 科
第１ 目 標
自然の事物・現象に関わり、理科の見方・考え方を働かせ、見通しをもって観

察、実験を行うことなどを通して、自然の事物・現象を科学的に探究するために
必要な資質・能力を次のとおり育成することを目指す。

（1） 自然の事物・現象についての理解を深め、科学的に探究するために必要な
観察、実験などに関する基本的な技能を身に付けるようにする。

（2） 観察、実験などを行い、科学的に探究する力を養う。

（3） 自然の事物・現象に進んで関わり、科学的に探究しようとする態度を養う。

中学校学習指導要領（平成２９年告示）解説理科編ｐ２３



実験における留意事項

【中学校理科 学習指導要領】（抜粋）
第３ 指導計画の作成と内容の取扱い

３ 観察、実験、野外観察の指導に当たっては、特
に事故防止に十分留意するとともに、使用薬品の管
理及び廃棄についても適切な措置をとるよう配慮す
るものとする。



実験における留意事項

【中学校理科 学習指導要領解説】（抜粋）
（1）事故の防止について
ア 指導計画の検討
イ 生徒音実態の把握、連絡網の整備
ウ 予備実験と危険要素の検討

観察、実験の安全を確保するために、予備実験は行っておくことが必要である。例えば
使用する薬品の濃度が高かったり量が多すぎたりすると、急に激しい反応が起こったり有
毒な気体が多量に発生したりして事故につながる可能性が高くなるので、適切な実験の方
法や条件を確認しておく。特に、グループで実験を行う場合は、全てのグループが同時に
実験を行うことを想定し、その危険要素を検討しておく。薬品の扱いについては、その薬
品の性質、特に爆発性、引火性、毒性などの危険の有無を調べた上で取り扱うことが大切
である。

エ 点検と安全指導
オ 理科室内の環境整備

日頃から理科室内を整理整頓しておくことが重要である。理科室では、生徒の使い易い
場所に薬品や器具、機器などを配置しそれを周知しておくことも必要である。また、生徒
の怪我に備えて救急箱を用意したり、防火対策として消火器や水を入れたバケツを用意し
たりしておくことが望ましい。さらに、換気にも注意を払うことが必要である。特に、ア
ンモニア、硫化水素、塩素などの刺激臭をもつ気体や有毒な気体を発生させる実験では十
分な換気をする必要がある。

カ 観察や実験のときの服装と保護眼鏡の着用
キ 応急処置と対応
ク 野外観察における留意点



現行の学習指導要領改訂の方向性

令和７年度
徳島県小・中学校教育課程研究集会



現行の学習指導要領改訂の方向性

みるみる 文部科学省



現行の学習指導要領改訂の方向性

みるみる 文部科学省



現行の学習指導要領改訂の方向性

みるみる 文部科学省



中学校理科の学習指導要領改訂のポイント

令和７年度
徳島県小・中学校教育課程研究集会



○理科で育成を目指す資質・能力を育成する観点から、
自然の事物・現象に進んで関わり、
見通しをもって観察、実験などを行い、
その結果を分析して解釈するなどの
科学的に探究する学習を充実

○理科を学ぶことの意義や有用性の実感及び
理科への関心を高める観点から、
日常生活や社会との関連を重視

学習指導要領改訂に当たっての基本的な考え方

中学校学習指導要領（平成２９年告示）解説理科編ｐ１０～１４



中学校理科で育成を目指す資質・能力

中学校学習指導要領（平成２９年告示）解説理科編ｐ１０～１４

「知識及び技能」

自然の事物・現象に対する概念や原理・法則の理解、
科学的に探究するために必要な観察、実験等の技能

「思考力、判断力、表現力等」
科学的に探究する力

「学びに向かう力、人間性等」
科学的に探究しようとする態度



みるみる 文部科学省

○ 改善・充実した主な内容
［第１分野］
・放射線（第３学年に加えて、
第２学年においても学習）
［第２分野］
・自然災害（第３学年 → 全学年で学習）
・生物の特徴と分類の仕方（第１学年に新設）

→ 生徒の生活経験や自由な発想などを基に
分類の仕方を養う。教師が生物の分類を
教えて覚えさせるのではない。

学習指導要領（平成29年3月31日公示）における「内容」について



文部科学省

主体的・対話的で深い学びについて

主体的・対話的で深い学びの視点からの授業改善



主体的・対話的で深い学びの視点からの授業改善

令和７年度
徳島県小・中学校教育課程研究集会



みるみる 文部科学省

主体的・対話的で深い学びについて

主体的・対話的で深い学びの視点からの授業改善



みるみる 文部科学省

主体的・対話的で深い学びの視点からの授業改善



主体的・対話的で深い学びの視点からの授業改善

【主体的な学び】
・自然の事物・現象から問題を見いだし、見通しをもって課
題や仮説の設定をしたり、観察，実験の計画を立案したり
する学習となっているか

・観察，実験の結果を分析し解釈して仮説の妥当性を検討し
たり、全体を振り返って改善策を考えたりしているか

・得られた知識及び技能を基に、次の課題を発見したり、新
たな視点で自然の事物・現象を把握したりしているか

などの視点から、授業改善を図ることが考えられる。

中学校学習指導要領（平成２９年告示）解説理科編ｐ１１５



現行の学習指導要領改訂の方向性

みるみる 文部科学省



主体的・対話的で深い学びの視点からの授業改善

【対話的な学び】

・課題の設定や検証計画の立案、観察、実験の結果の処理、
考察などの場面では、あらかじめ個人で考え、その後、意
見交換したり、科学的な根拠に基づいて議論したりして、
自分の考えをより妥当なものにする学習となっているか

などの視点から，授業改善を図ることが考えられる。

中学校学習指導要領（平成２９年告示）解説理科編ｐ１１５



みるみる 文部科学省

主体的・対話的で深い学びの視点からの授業改善



主体的・対話的で深い学びの視点からの授業改善

【深い学び】

・「理科の見方・考え方」を働かせながら探究の過程を通し
て学ぶことにより、理科で育成を目指す資質・能力を獲得
するようになっているか

・様々な知識がつながって、より科学的な概念を形成するこ
とに向かっているか

・新たに獲得した資質・能力に基づいた「理科の見方・考え
方」を、次の学習や日常生活などにおける課題の発見や解
決の場面で働かせているか

などの視点から，授業改善を図ることが考えられる。
中学校学習指導要領（平成２９年告示）解説理科編ｐ１１５



「理科の見方・考え方」については、
「自然の事物・現象を、質的・量的な関係や
時間的・空間的な関係などの科学的な視点で捉え、
比較したり、関係付けたりするなどの
科学的に探究する方法を用いて考えること」と整理

中学校学習指導要領（平成２９年告示）解説理科編ｐ６

（参考）
「見方・考え方」は資質・能力を育成する過程で働く、
物事を捉える視点や考え方として全教科等を通して整理

平成28年12月 中央教育審議会答申

理科における「見方・考え方」



文部科学省ホームページ



中学校学習指導要領における学習内容の改善・充実

各学年で主に重視する学習過程の例を
整理

第１学年
自然の事物・現象に進んで関わり、
その中から問題を見いだす

第２学年
解決する方法を立案し、
その結果を分析して解釈する

第３学年
探究の過程を振り返る

中学校学習指導要領（平成２９年告示）解説理科編ｐ１０～１４

文部科学省ホームページ



「主体的・対話的で深い学び」に関する記述

中学校学習指導要領（平成２９年告示）解説理科編ｐ１４６



「主体的・対話的で深い学び」に関する記述

中学校学習指導要領（平成２９年告示）解説理科編ｐ１４６

中学校学習指導要領
第２章 各教科
第４節 理 科
第３ 指導計画の作成と内容の取扱い
１ 主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善

⑴ 単元など内容や時間のまとまりを見通して、その中で育
む資質・能力の育成に向けて、生徒の主体的・対話的で深い
学びの実現を図るようにすること。その際、理科の学習過程
の特質を踏まえ、理科の見方・考え方を働かせ、見通しを
もって観察、実験を行うことなどの科学的に探究する学習活
動の充実を図ること。



「主体的・対話的で深い学び」に関する記述

中学校学習指導要領（平成２９年告示）解説総則編ｐ７８

授業改善の視点は「授業デザイン」

「…主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善を考
えることは単元や題材など内容や時間のまとまりをどのよう
に構成するかというデザインを考えることに他ならない。」



「個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実」
のためのサポートマガジン『みるみる』

内容
【基本編】
「個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実」を図る
授業づくりの基本的な考え方

【実践編】
授業づくりの具体的な取組の紹介

資料紹介



https://siryou.tokushima-ec.ed.jp/page_20230207022015

徳島版読解力

資料紹介



学力・学校力通信 Tokushima Navi
(令和5年12月号理科・令和7年1月授業づくり)

資料紹介

https://siryou.tokushima-ec.ed.jp/page_20230207022015

徳島ＩＣＴ活用モデル

【リーフレット】徳島ICT活用モデル 令和６年３月


